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引
に
か
か
る
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
に
、

指
導
助
言
権
限
が
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ

た
。
指
導
ま
た
は
助
言
は
、
違
反
事
実
が

公
表
さ
れ
る
勧
告（
取
適
法
10
）が
行
わ
れ

る
事
案
よ
り
も
さ
ら
に
簡
易
な
手
続
お
よ

び
調
査
と
な
り
、
こ
れ
ま
で
に
も
、
比
較

的
軽
微
な
違
反
に
つ
い
て
、
公
正
取
引
委

員
会
お
よ
び
中
小
企
業
庁
は
、
改
善
措
置

を
講
じ
る
こ
と
を
求
め
る
指
導
ま
た
は
助

言
を
行
う
こ
と
で
、
各
案
件
を
迅
速
に
処

理
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
指
導
助
言
権

限
を
事
業
所
管
省
庁
の
主
務
大
臣
に
与
え

る
こ
と
が
、
取
適
法
の
執
行
に
お
い
て
有

益
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
今
回
の
改
正
で

は
、
こ
れ
ま
で
公
正
取
引
委
員
会
お
よ
び

中
小
企
業
庁
が
行
っ
て
き
た
指
導
お
よ
び

助
言
に
つ
い
て
法
的
根
拠
が
与
え
ら
れ
、

ま
た
、
各
事
業
所
管
省
庁
に
お
い
て
、
指

導
お
よ
び
助
言
を
行
え
る
こ
と
が
明
記
さ

れ
た（
取
適
法
５
①
七
、
8
、
13
）。

ま
た
、
下
請
法
で
は
、
委
託
事
業
者
の

違
反
行
為
を
公
正
取
引
委
員
会
ま
た
は
中

小
企
業
庁
に
知
ら
せ
た
こ
と
を
理
由
に
、

そ
の
中
小
受
託
事
業
者
に
対
し
て
取
引
数

量
の
削
減
や
取
引
停
止
な
ど
の
不
利
益
な

取
扱
い
を
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る

（
報
復
措
置
の
禁
止
）が
、
事
業
所
管
省
庁

に
対
し
て
知
ら
せ
た
場
合
は
報
復
措
置
の

禁
止
の
対
象
で
は
な
か
っ
た
。そ
の
た
め
、

た
と
え
ば
、
中
小
受
託
事
業
者
が
、
国
土
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交
通
省
の
物
流
・
ト
ラ
ッ
ク
Ｇ
メ
ン
に
対

し
て
委
託
事
業
者
の
下
請
法
違
反
を
知
ら

せ
る
こ
と
を
躊
躇
す
る
例
が
あ
る
と
指
摘

さ
れ
て
い
た
。
取
適
法
で
は
、
報
復
措
置

の
禁
止
の
申
告
先
と
し
て
、
公
正
取
引
委

員
会
お
よ
び
中
小
企
業
庁
に
加
え
、
事
業

所
管
省
庁
の
主
務
大
臣
が
追
加
さ
れ
た
。

こ
こ
で
想
定
さ
れ
る
省
庁
は
、
取
引
に
か

か
る
事
業
を
所
管
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
農
林
水
産
省
、
厚
生
労
働
省
、
国

土
交
通
省
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
省
庁
が
関

与
す
る
可
能
性
が
あ
り
得
る
。

代
金
支
払・証
跡・取
引
先
マ
ス
タ
等
に
注
意

改
正
下
請
法
施
行
に
伴
う

経
理
実
務
の
留
意
点
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【
こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
】

●
取
適
法
に
か
か
わ
る
経
理
業
務
の
留
意

事
項
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

●
代
金
支
払
に
お
け
る
運
用
上
の
留
意
点

と
し
て
、実
検
収
日
を
起
点
と
し
た
支

払
期
日
の
管
理
、支
払
条
件
の
厳
守
、電

子
記
録
債
権
の
取
扱
い
等
、経
理
フ
ロ
ー

の
見
直
し
が
不
可
欠
な
事
項
が
あ
る
。

●
証
跡
に
基
づ
い
た
経
理
処
理
と
し
て
、

取
適
法
違
反
リ
ス
ク
を
低
減
す
る
内
部

統
制
の
役
割
と
し
て
の
経
理
部
門
と
経

理
処
理
に
つ
い
て
注
意
す
る
。

●
取
引
先
マ
ス
タ
の
管
理
に
つ
い
て
、取

適
法
違
反
リ
ス
ク
の
低
減
と
監
査
対
応

の
円
滑
化
に
寄
与
す
る
取
引
先
マ
ス
タ

の
管
理
を
行
う
。

本
章
に
つ
い
て
は
中
小
受
託
事
業
者
の

視
点
で
は
な
く
、
主
に
委
託
事
業
者
が
対

応
す
べ
き
事
項
の
視
点
で
記
載
し
て
い
る
。

代
金
支
払
に
お
け
る

運
用
上
の
留
意
点

２
０
２
６
年
1
月
1
日
か
ら
施
行
さ
れ

る「
製
造
委
託
等
に
係
る
中
小
受
託
事
業

者
に
対
す
る
代
金
の
支
払
の
遅
延
等
の
防

止
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
、「
取
適
法
」と

い
う
）で
は
、
代
金
の
支
払
期
日
ま
で
の


